
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源手段、
　発振手段、
　前記発振手段からの発振信号を分周して分周信号を作成する分周手段、
　前記分周信号をもとに時刻信号を作成する時刻信号作成手段、
　前記時刻信号作成手段からの計時内容を表示する表示手段、及び
　タイムコード入りの電波信号を受信して前記時刻信号作成手段に時刻データを送出する
タイムコード受信手段、とから構成されている電波修正機能付き時計において、
　前記電波修正機能付き時計は、更に、
　前記タイムコード受信手段が、前記タイムコード入り電波信号を受信可能な状態（以下
、受信可能状態と言う）か、受信不可能な状態（以下、受信不可能状態と言う）かを示す
検出信号を出力する受信可能状態判別手段 、
　前記受信可能状態判別手段の検出信号における、前記受信不可能状態を示す値から前記
受信可能状態を示す値への変化を検出して、自動的に受信命令信号を前記タイムコード受
信回路に出力し、前記タイムコード受信回路を動作状態とする自動受信手段 、
を有しており、
　前記受信可能状態とは、計時手段である前記時刻信号作成手段の動作状態であり、前記
受信不可能状態とは、前記時刻信号作成手段の停止状態であることを特徴とする電波修正
機能付き時計。
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【請求項２】
　前記受信可能状態判別手段は、前記電源手段の電圧を検出する手段であり、
　前記電源手段の電圧が所定値以下の時に、 受信
不可能状態となり、
　前記電源手段の電圧が所定値を越えている時に、

受信可能状態となり、
　前記電源手段の電圧が所定値以下の状態から所定値を越える状態に変化した時に、自動
的に受信命令信号を前記タイムコード受信回路に出力することを特徴とする請求項１に記
載の電波修正機能付き時計。
【請求項３】
　前記電源手段は、発電手段と充電手段とから構成されていることを特徴とする請求項１
又は２に記載の電波修正機能付き時計。
【請求項４】
　前記受信可能状態判別手段は、前記発電手段の発電量に基づいて、
　 前記受信可能状態 、
　 前記受信不可能状態
を判断することを特徴とする請求項３に記載の電波修正機能付き時計。
【請求項５】
　前記表示手段は、指針と前記指針の駆動手段により構成され、
　前記時刻信号作成手段は、前記指針の位置をカウントする指針位置カウンタを有し、さ
らに、前記指針位置カウンタの値を記憶する記憶手段と、
　指針位置に関する制御を行う指針位置決定手段を有し、
　前記指針位置決定手段は、前記受信可能状態判別手段の検出信号における、前記受信可
能状態を示す値から前記受信不可能状態を示す値への変化を検出して、検出時点の前記指
針位置カウンタの値を前記記憶手段に記憶させ、
　前記受信可能状態判別手段の検出信号における、前記受信不可能状態を示す値から前記
受信可能状態を示す値への変化を検出して、前記記憶手段に記憶された値を前記指針位置
カウンタに設定し、
　前記受信不可能状態を示す特性値から前記受信可能状態を示す特性値への変化時に自動
受信した時刻データ信号と前記設定された指針位置カウンタ値を基に、時刻修正し表示す
るように制御することを待徴とする請求項１乃至４の何れか１つに記載の電波修正機能付
き時計。
【請求項６】
　アラーム時刻を記憶し、前記時刻信号作成回路の時刻と前記記憶したアラーム時刻が一
致すると、アラーム信号を出力するアラーム時刻記憶回路と、
　前記時刻信号作成回路が停止するとその履歴を保持し、前記アラーム信号の通過を禁止
するアラーム信号通過禁止手段と、
　前記アラーム信号通過禁止手段を介した前記アラーム信号を受けると、アラーム音を発
する報音手段を有し、
　前記アラーム信号通過禁止手段は、前記受信回路が前記自動受信手段による受信に成功
し、正しい時刻データーを前記時刻信号作成回路に出力するまで、前記アラーム信号の通
過を禁止することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１つに記載の電波修正機能付き時
計。
【請求項７】
　前記受信可能状態において、時刻信号作成回路は、定期的に受信命令信号を前記タイム
コード受信回路に出力することを特徴とする請求項１乃至６の何れか１つに記載の電波修
正機能付き時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、電波修正機能付き時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　時計の時刻精度をより高めることは水晶時計の進歩に伴ない非常に進んだものとなって
いる。しかしさらに時刻精度を追及する場合は外部から水晶時計に対してある間隔で修正
を行う必要がある。この修正手段としてラジオやテレビの放送の時報を用い、時計に受信
機能を追加している電波修正機能付き時計は、設備時計やＶＴＲ等で既に導入されている
。
【０００３】
　また長波の標準電波には時刻カレンダー情報がタイムコードとして変調されているもの
があり、ヨーロッパでは広く利用されている。このタイムコード入りの電波を利用すると
、ラジオやテレビの放送の時報を利用する電波修正機能付き時計のように、あらかじめ時
計の時刻をあわせておく必要がなく、時計の時刻があっていない状態でも電波修正が完了
すると時刻が正確に取り込むことが出来る。よってタイムコード入りの電波を受信する電
波修正時計では時刻精度が正確なだけでなく、時刻あわせも不要となり非常に使い易い時
計を供給することが可能である。
【０００４】
　また電波修正機能付き時計が市場で認知されるに従って、ローカルタイム機能やアラー
ム機能やクロノ機能のような従来の機能時計に有していた機能を搭載することが求められ
ていた。そこで当出願人は特願平７－１１６５０号（特許文献１）のような電波修正機能
付き時計を開発して来た。
【０００５】
　以下図面により従来の電波修正機能付き時計を説明する。図４はローカルタイム機能を
有する電波修正機能付き時計２００のブロック図で、図４の１は発振手段である発振回路
、２は発振回路１から出力される発振信号Ｓ１を分周する分周回路で、時分と秒の計時に
必要な分周信号Ｓ２と、毎分の時分針駆動と毎秒の秒針駆動に必要な分周信号Ｓ３を作成
する。また分周回路２はリセット機能を有しており、リセット信号Ｓ２８がＨレベルの時
、リセット状態となって分周動作は停止する。３１は分周信号Ｓ３から時分駆動パルスＳ
４を作成するとともに、時分針位置決定回路からの不一致信号Ｓ５がＨレベルのとき時分
駆動パルスＳ４を連続出力する時分駆動パルス作成回路、３２は分周信号Ｓ２をカウント
して時分の計時を行なう時分カウンタで、後述する修正内容選択手段１１からの時分修正
信号Ｓ２１の立ち上がりによって１分カウントアップすることができるとともに、タイム
コード作成回路１４３からの時刻データ信号Ｓ３２によって計時データが修正される。
【０００６】
　また時分カウンタ３２は、計時データを時分カウントデータ信号Ｓ６として出力すると
ともに、計時データがあらかじめ決められた時刻になると、定時受信動作信号Ｓ２３をＨ
レベルで出力する。そして一定時間経過するか、あるいは時刻データ信号Ｓ３２を入力す
ると受信動作信号Ｓ２３をＬレベルとする。
【０００７】
　３３は時差カウンタで、時分カウンタ３２の時分カウントデータ信号Ｓ６からの計時デ
ータを基準に時差データを作成し、ローカルタイムカウントデータ信号Ｓ７を出力する。
【０００８】
　時差カウンタ３３の時差データは、後述する修正内容選択手段１１からの時差修正信号
Ｓ２２の立ち上がりによって１時間カウントアップされる。
【０００９】
　１３４は時分針位置決定回路で、内部に時分針３６と連動する針位置カウンタ（図示せ
ず）を有している。この時分針位置決定回路１３４は後述するスイッチ手段７からのホー
ムタイム表示信号Ｓ１５がＨレベルのとき、時分カウンタ３２からの時分カウントデータ
信号Ｓ６と内部の針位置カウンタとの一致を比較し、一致していないときは不一致信号Ｓ
５をＨレベルで出力する。
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【００１０】
　また時分針位置決定回路１３４は、後述するスイッチ手段７からのローカルタイム表示
信号Ｓ１６がＨレベルのとき、時差カウンタ３３からの時差カウントデータ信号Ｓ７と内
部の針位置カウンタとの一致を比較し、一致していないときは不一致信号Ｓ５をＨレベル
で出力する。さらに時分針位置決定回路１３４は、スイッチ手段７からの基準針位置表示
信号Ｓ１７がＨレベルのとき指針基準位置データ信号（図示せず）と内部の針位置カウン
タとの一致を比較し、一致していないときは不一致信号Ｓ５をＨレベルで出力する。
【００１１】
　時分駆動パルス作成回路３１と、時分カウンタ３２と、時差カウンタ３３と時分針位置
決定回路１３４で計時手段１０３を構成する。３５は時分駆動パルス作成回路３１からの
時分駆動パルスＳ４によって駆動される時分モータで、時分針３６を運針する。時分モー
タ３５と時分針３６で表示手段４を構成する。
【００１２】
　５１は分周信号Ｓ３から秒駆動パルスＳ１１を作成するとともに、秒針位置決定回路か
らの不一致信号Ｓ１３がＨレベルのとき秒駆動パルスＳ１１を連続出力する秒駆動パルス
作成回路、５２は分周信号Ｓ２をカウントして毎秒の計時を行なうとともに、タイムコー
ド作成回路１４３からの時刻データ信号Ｓ３２によって計時データがゼロクリアされる秒
カウンタである。秒カウンタ５２は、計時データを秒カウントデータ信号Ｓ１２として出
力する。１５３は秒針位置決定回路で、内部に秒針５５と連動する針位置カウンタ（図示
せず）を有している。
【００１３】
　秒針位置決定回路１５３は受信許可手段１２からの受信許可信号Ｓ４２がＬレベルのと
き、秒カウンタ５２からの秒カウントデータ信号Ｓ１２と針位置カウンタの一致を比較し
、一致していないときは不一致信号Ｓ１３をＨレベルで出力する。また秒針位置決定回路
１５３は、受信許可信号Ｓ４２がＨレベルのとき、受信状態指針位置データ信号（図示せ
ず）と針位置カウンタの一致を比較し、一致していないときは不一致信号Ｓ１３をＨレベ
ルで出力する。
【００１４】
　さらに秒針位置決定回路１５３は、スイッチ手段７からの基準針位置表示信号Ｓ１７が
Ｈレベルのとき秒針基準位置データ信号（図示せず）と針位置カウンタの一致を比較し、
一致していないときは不一致信号Ｓ１３をＨレベルで出力する。秒駆動パルス作成回路５
１と、秒カウンタ５２と、秒針位置決定回路１５３で計時手段１０５を構成する。５４は
秒駆動パルス作成回路５１からの秒駆動パルスＳ１１によって駆動される秒モータで、秒
針５５を運針する。秒モータ５４と秒針５５で表示手段６を構成する。
【００１５】
　７はスイッチ手段で、ＯＮ状態でどれか１つがＶＤＤレベル（Ｈレベル）に接続される
スイッチ７１ａ、７２ａ、７３ａと、ＯＮ状態でＶＤＤレベル（Ｈレベル）に接続される
スイッチ７４ａ、７５ａと、ＶＳＳレベル（Ｌレベル）に接続されたプルダウン抵抗７１
ｂ、７２ｂ、７３ｂ、７４ｂ、７５ｂで構成されている。
【００１６】
　７１ａはＯＮ状態でホームタイム表示信号Ｓ１５をＨレベル（ＶＤＤレベル）とし、Ｏ
ＦＦ状態でプルダウン抵抗７１ｂを介してホームタイム表示信号Ｓ１５をＬレベル（ＶＳ
Ｓレベル）とするホームタイム表示スイッチ（以下、ＨＴスイッチ）である。７２ａはＯ
Ｎ状態でローカルタイム表示信号Ｓ１６をＨレベル（ＶＤＤレベル）とし、ＯＦＦ状態で
プルダウン抵抗７２ｂを介してローカルタイム表示信号Ｓ１６をＬレベル（ＶＳＳレベル
）とするローカルタイム表示スイッチ（以下、ＬＴスイッチ）である。
【００１７】
　７３ａはＯＮ状態で基準針位置表示信号Ｓ１７をＨレベル（ＶＤＤレベル）とし、ＯＦ
Ｆ状態でプルダウン抵抗７３ｂを介して基準針位置表示信号Ｓ１７をＬレベル（ＶＳＳレ
ベル）とする基準針位置表示スイッチ（以下、ＫＴスイッチ）である。７１ａ、７２ａ、
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７３ａでロータリースイッチ７１を構成している。
【００１８】
　７４ａはＯＮ状態で修正選択信号Ｓ１８をＨレベル（ＶＤＤレベル）とし、ＯＦＦ状態
でプルダウン抵抗７４ｂを介して修正選択信号Ｓ１８をＬレベル（ＶＳＳレベル）とする
修正状態設定スイッチ（以下ＳＪスイッチ）である。
【００１９】
　７５ａはＯＮ状態で修正信号Ｓ１９をＨレベル（ＶＤＤレベル）とし、ＯＦＦ状態でプ
ルダウン抵抗７５ｂを介して修正信号Ｓ１９をＬレベル（ＶＳＳレベル）とする修正スイ
ッチである。１１ａはＳＪスイッチ７４ａからの修正選択信号Ｓ１８がＨレベルのとき、
修正スイッチ７５ａからの修正信号Ｓ１９を修正信号Ｓ２０として出力するＡＮＤゲート
、１１ｂはＨＴスイッチ７１ａからのホームタイム表示信号Ｓ１５がＨレベルのとき、Ａ
ＮＤゲート１１ａからの修正信号Ｓ２０を時分修正信号Ｓ２１として出力するＡＮＤゲー
ト、１１ｃはＬＴスイッチ７２ａからのローカルタイム表示信号Ｓ１６がＨレベルのとき
、修正信号Ｓ２０を時差修正信号Ｓ２２として出力するＡＮＤゲートで、ＡＮＤゲート１
１ａ、１１ｂ、１１ｃで修正内容選択手段１１を構成する。
【００２０】
　１２は受信許可手段であるＡＮＤゲートで、ＨＴスイッチ７１ａからのホームタイム表
示信号Ｓ１５がＨレベルのとき、時分カウンタ３２からの定時受信動作信号Ｓ２３を受信
許可信号Ｓ４２として出力する。４１はタイムコード入りの電波を受信するアンテナで電
波信号Ｓ３０を発生する。４２は電波信号Ｓ３０を復調する受信回路で復調信号Ｓ３１を
発生する。
【００２１】
　１４３はタイムコード作成回路で、復調信号Ｓ３１からタイムコードを作成し、タイム
コード作成終了すると正分である０秒のタイミングで、時刻データ信号Ｓ３２を時分カウ
ンタ３２と秒カウンタ５２に供給する。アンテナ４１と受信回路４２とタイムコード作成
回路１４３でタイムコード受信手段１１３を構成し、受信許可手段１２からの受信許可信
号Ｓ４２がＨレベルのとき動作する。
【００２２】
　以上のような構成の従来の電波修正機能付き時計２００の動作を図４、図５を用いて説
明する。
　図５は従来の電波修正機能付き時計の外観図である。ＨＴスイッチ７１ａがＯＮ状態の
時は、ホームタイム表示信号Ｓ１５がＨレベルであるため、時分針位置決定回路１３４は
、時分カウンタ３２からの時分カウントデータ信号Ｓ６と内部の針位置カウンタを比較し
ている。
【００２３】
　例えば毎秒のパルスである分周信号Ｓ２を２０秒カウントして時分カウンタ３２が時分
カウントデータを１増やすと、時分針位置決定回路１３４は時分カウンタ３２の時分カウ
ントデータ信号Ｓ６と針位置カウンタとが一致していないので、不一致信号Ｓ５をＨレベ
ルで出力する。
【００２４】
　よって時分駆動パルス作成回路３１は時分駆動パルスＳ４を出力する。時分駆動パルス
Ｓ４は表示手段４の時分モータ３５を１発分駆動するとともに、時分針位置決定回路１３
４の針位置カウンタを１つカウントアップすることによって時分カウントデータ信号Ｓ６
と一致し、不一致信号Ｓ５はＬレベルに変化して時分駆動パルス作成回路３１の次の時分
駆動パルスＳ４を禁止する。よって時分針３６は３分の１分である１ステップ運針しホー
ムタイム表示をおこなう。同様に秒針５５の運針も秒針位置決定回路１５３により毎秒１
ステップずつ運針する。
【００２５】
　次に使用者が図４に示すロータリースイッチ７１を操作することによりＬＴスイッチ７
２ａがＯＮ状態となると、ローカルタイム表示信号Ｓ１６がＨレベルとなるため、時分針
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位置決定回路１３４は、時差カウンタ３３からの時差カウントデータ信号Ｓ７と針位置カ
ウンタの一致を比較する。
【００２６】
　時差カウンタ３３は時分カウンタ３２からの時分カウントデータ信号Ｓ６の計時データ
を基準に時差データを作成し、ローカルタイムカウントデータ信号Ｓ７を出力し、時分針
位置決定回路１３４はこのローカルタイムカウントデータ信号Ｓ７と内部の針位置カウン
タが一致するまで不一致信号Ｓ５をＨレベルで出力する。よって時分駆動パルス作成回路
３１は時分駆動パルスＳ４を出力し、時分モータ３５が時分針３６を運針してローカルタ
イムを表示する。この時、秒の表示手段６はホームタイムと同様の動作をおこなう。
【００２７】
　さらに使用者がロータリースイッチ７１を操作してＫＴスイッチ７３ａがＯＮ状態とな
ると、基準針位置表示信号Ｓ１７がＨレベルとなるため、時分針位置決定回路１３４は、
基準針位置データ信号と針位置カウンタとの一致を比較し、一致するまで不一致信号Ｓ５
をＨレベルで出力する。よって時分駆動パルス作成回路３１は時分駆動パルスＳ４を出力
し、時分モータ３５が時分針３６を運針して基準針位置を表示する。
【００２８】
　また、秒針位置決定回路１５３も同様に動作しその結果秒針５５は基準針位置を表示す
る。ここで基準針位置の針位置カウンタはゼロであり、針付けを基準針位置で行ない針位
置をあわせる。基準針位置表示状態では針位置が正しいかの確認はもちろん、運針がない
ので電池の消費が少なく、長期間の保存時に有効である。
【００２９】
　従来の電波修正時計２００は、時分カウンタ３２があらかじめ設定されている時刻（例
えば午前３時）になると、定時受信動作信号Ｓ２３をＨレベルで出力する。
　ここでＨＴスイッチ７１ａがＯＮ状態で、ホームタイム表示信号Ｓ１５がＨレベルであ
れば、受信許可手段であるＡＮＤゲート１２は、定時受信動作信号Ｓ２３を受信許可信号
Ｓ４２として出力し、タイムコード受信手段１１３を動作状態とする。
【００３０】
　タイムコード作成回路１４３は、受信回路４２の出力の復調信号Ｓ３１からタイムコー
ドを作成し、終了すると正分のタイミングで時刻データ信号Ｓ３２を出力する。時刻デー
タ信号Ｓ３２は時分カウンタ３２の計時データを修正し、表示手段４の時分針３６は修正
後の計時データを指示するとともに、秒カウンタ５２の秒カウントデータをゼロクリアし
、表示手段６の秒針５５は秒帰零する。
【００３１】
　このように電波修正時計２００はタイムコード入りの電波を受信して電波修正される。
　また時分カウンタ３２が午前３時になって定時受信動作信号Ｓ２３をＨレベルで出力し
、ホームタイム表示状態で受信許可信号Ｓ４２がＨレベルとなってタイムコード受信手段
１１３を動作状態としても、電波修正時計２００がタイムコード入りの電波を受信出来な
いところにあると、タイムコード作成回路１４３は時刻データ信号Ｓ３２を出力できず、
時分カウンタ３２はあらかじめ設定されている一定時間（例えば５分）が経過すると定時
受信動作信号Ｓ２３をＬレベルにもどし、タイムコード受信手段１１３を非動作状態とし
て受信動作を終了する。
【００３２】
　ここでＨＴスイッチ７１ａ以外のＬＴスイッチ７２ａ、ＨＴスイッチ７３ａのいずれか
がＯＮ状態で、ホームタイム表示信号Ｓ１５がＬレベルのローカルタイム表示状態か、基
準針位置表示状態の時、受信許可手段であるＡＮＤゲート１２は時分カウンタ３２からの
定時受信動作信号Ｓ２３にかかわらず受信許可信号Ｓ４２をＬレベルで出力し、タイムコ
ード受信手段１１３は動作を禁止される。つまりホームタイム表示状態以外では受信動作
はしない。
【００３３】
　従来の電波修正時計２００はホームタイム表示状態で使用して、タイムコード入りの電
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波が受信できる時は時刻あわせ不要で非常に正確な時計である。またローカルタイム表示
状態によって海外のようにホームタイム以外の地域でも使用可能である。
【００３４】
　この時、ローカルタイムはホームタイムを基準として１時間単位の時差データを加算し
て表示する。この時差データはスイッチ手段７のＳＪスイッチ７４ａをＯＮ状態にして修
正選択信号Ｓ１８をＨレベルとした時、修正スイッチ７５ａをＯＮ状態にすると修正信号
Ｓ１９をＨレベルとし、ＡＮＤゲート１１ａは修正信号Ｓ２０をＨレベルで出力する。
【００３５】
　ＡＮＤゲート１１ｂの出力は、ホームタイム表示信号Ｓ１５がＬレベルなので変化ない
が、ＡＮＤゲート１１ｃはＬＴスイッチ７２ａからのローカルタイム表示信号Ｓ１６がＨ
レベルなので、修正信号Ｓ２０を時差修正信号Ｓ２２として出力する。よって時差カウン
タ３３は修正スイッチである修正スイッチ７５ａがＯＮする度に、時差修正信号Ｓ２２の
立ち上がりで１時間カウントアップする。以上のようにローカルタイム表示状態の時分針
３６は、ホームタイムに対する時差を設定して、加算して表示する。
【００３６】
　以上のように従来の電波修正時計２００は、タイムコード入りの電波を受信して時刻精
度が正確なだけでなく、時刻あわせも不要となり非常に使い易い時計を供給することが可
能である。この電波修正時計２００は、通常使用するホームタイム表示状態でのみ受信動
作を行ない、タイムコード入りの電波が到達しない海外や、同じホームタイムの地域でも
電波の届かない地域では、ローカルタイム表示状態で使用して、動作消費電流の大きいタ
イムコード受信手段１１３が動作することを禁止できる。
　また長期間保存するときや、基準針位置を確認する基準針位置表示状態においても受信
動作を禁止して消費電流の節約が行なえる。
【００３７】
【特許文献１】特願平７－１１６５０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３８】
　近年、環境問題が重要視され、時計でも電力発生手段である電池の交換、廃棄をなくす
クリーンエネルギーの導入が進んでおり、電波修正機能付き時計においてもクリーンエネ
ルギーの導入は必要である。クリーンエネルギーとして実用化されているのはメカ的発電
やソーラセルを発電回路としたものであるが、これらは二次電池のような充電体に充電し
て電力発生手段としている。
【００３９】
　二次電池は長時間充電がされないと電圧が降下し、時計機能は停止してしまう。よって
停止後再び発電して二次電池を時計機能の動作可能な電圧まで充電しなければならない。
【００４０】
　この時、時計機能は動作を開始するが停止以前の時刻情報は失われるので、時刻あわせ
は再度行なわなければならなかった。
　ここで電波修正機能付き時計に、電力発生手段をもたせることによって、時計停止電圧
から動作可能電圧に復帰した後、受信動作することによって時刻データの修正が可能であ
る。しかし従来の電波修正機能付き時計では多機能で複数の表示状態を有しており、受信
可能な表示状態はホームタイム表示状態に限定していた。
【００４１】
　従って、本発明の目的は、表示状態にかかわらず、時計停止電圧から動作可能電圧に復
帰した後、使用者の針合わせ動作を不要とする電波修正機能付き時計を提供するものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００４２】
　上記問題を解決するための本発明の電波修正機能付き時計は、以下に示す様な基本的な
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技術構成を採用するものである。
　即ち、電源手段、発振手段、前記発振手段からの発振信号を分周して分周信号を作成す
る分周手段、前記分周信号をもとに時刻信号を作成する時刻信号作成手段、前記時刻信号
作成手段からの計時内容を表示する表示手段、及びタイムコード入りの電波信号を受信し
て前記時刻信号作成手段に時刻データを送出するタイムコード受信手段、とから構成され
ている電波修正機能付き時計において、前記電波修正機能付き時計は、更に、前記タイム
コード受信手段が、前記タイムコード入り電波信号を受信可能な状態（以下、受信可能状
態と言う）か、受信不可能な状態（以下、受信不可能状態と言う） 示す検出信号を出
力する受信可能状態判別手段、前記受信可能状態判別手段の検出信号における、前記受信
不可能状態を示す値から前記受信可能状態を示す値への変化を検出して、自動的に受信命
令信号を前記 コード受信回路に出力し、前記タイムコード受信回路を動作状態とす
る自動受信手段、とを有して

【発明の効果】
【００４３】
　本発明は、上記した構成を採用しているので、表示状態にかかわらず、時計停止電圧か
ら動作可能電圧に復帰した後、使用者の針合わせ動作を不要とする電波修正機能付き時計
が容易に得られるという効果を発揮するものであり、特に顕著な効果としては、電波修正
機能付き時計の電源電圧が低下して一旦時計が停止し、それによって時刻データを失って
も、電源電圧が前記停止電圧以上に復帰すれば自動的に受信動作を行いタイムコードを受
信して電波修正を行うため、使用者が行う修正動作を完全に削除できるという効果を有す
るものである。特に本発明では、電源が発電機構付きの電源のような電圧変化を頻繁に起
こす可能性がある場合に非常に有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下図面により本発明の実施の形態を詳細に説明する。
　（第１の具体例）
　図１は本発明に係る電波修正機能付き時計３００の第１の具体例に関する回路構成を示
すブロックダイアグラムであって、図中、電源手段８、発振手段１、前記発振手段１から
の発振信号を分周して分周信号を作成する分周手段２、前記分周信号をもとに時刻信号を
作成する時刻信号作成手段３、前記時刻信号作成手段３からの計時内容を表示する表示手
段４、及びタイムコード入りの電波信号を受信して前記時刻信号作成手段３に時刻データ
を送出するタイムコード受信手段４２、とから構成されている電波修正機能付き時計３０
０において、前記電波修正機能付き時計３００は、更に、前記タイムコード受信手段４２
が、前記タイムコード入り電波信号を受信可能な状態（以下、受信可能状態と言う）か、
受信不可能な状態（以下、受信不可能状態と言う）か、を示す検出信号を出力する受信可
能状態判別手段９を有するものであり、且つ前記受信可能状態判別手段９の検出信号にお
ける、前記受信不可能状態を示す値から前記受信可能状態を示す値への変化を検出して、
自動的に受信命令信号を前記タイムコード受信回路４２に出力し、前記タイムコード受信
回略４２を動作状態とする自動受信手段２３とを有している電波修正機能付き時計３００
が示されている。
【００４５】
　ここで本発明に係る電波修正機能付き時計３００に使用される受信可能状態判別手段９
として例えば電圧検出手段を使用した場合を例にとって、その構成を以下に詳細に説明す
る。
　即ち、第１図において、発振回路１は基準信号を作成し、分周回路２は前記基準信号を
分周する。
【００４６】
　計時手段と同様の機能を有する時刻信号作成回路３は、分周された信号をもとに時刻信
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タイム
おり、前記受信可能状態とは、計時手段である前記時刻信号

作成手段の動作状態であり、前記受信不可能状態とは、前記時刻信号作成手段の停止状態
であることを特徴とする電波修正機能付き時計である。



号を作成すると共に、定期的に（例えば１日に一回）後述する受信回路４２に受信命令信
号を出力し、表示装置４は前記時刻信号をもとに時刻を表示する。
【００４７】
　受信回路４２は標準電波を受信し、それに基づいた時刻信号を作成し計時手段である時
刻信号作成回路３に出力する。受信回路４２は常に動作するわけではなく、前述したよう
に時刻信号作成回路３から出力される受信命令信号または後述する自動受信手段２３から
出力される受信命令信号に基づき動作状態となる。又４１はアンテナである。
【００４８】
　尚、本発明に於いては、上記発振回路１、分周回路２、時刻信号作成回路３、表示装置
４、受信回路４２及び自動受信手段２３とで時計回路１００を構成している。
　電圧検出手段９は電源８の電圧を検出し、所定値を超えているときは“Ｈ”レベルの、
所定値以下のときは“Ｌ”レベルの検出信号を出力する。
【００４９】
　自動受信手段２３は、電圧検出手段９の検出信号が“Ｌ”レベルから“Ｈ”レベルに切
り替わると、自動的に受信命令信号を出力し、受信回路４２を動作状態とする。
　電源８は本発明に係る電波修正機能付き時計３００の電源であり、発電機構を有する電
源である事が望ましい。
【００５０】
　なお図示しないが本発明に係る電波修正時計３００は外部にスイッチ手段を設け、使用
者が時刻信号作成回路３の時刻を修正可能としても、また受信回路４２の動作を強制的に
行えるようにしてもよい。
　続いて図１に示されている本具体例の具体的な動作を説明する。
【００５１】
　電源８の電圧が所定値を超えている場合は、発振回路１から分周回路２を介した信号に
基づき、時刻信号作成回路３は時刻信号を作成し、表示装置４は現在時刻を表示する。
　又、予め定められた時刻になると、時刻信号作成回路３は受信回路４２に受信命令信号
を出力し、その結果、受信回路４２は受信を開始する。
【００５２】
　受信回路４２は時刻データを取り込むと時刻信号作成回路３に前記時刻データを出力す
る。その結果、時刻信号作成回路３は正しい時刻に修正される。
　ここで電源８の電圧が低下し所定値以下になると、電圧検出手段９は“Ｌ”レベルの検
出信号を出力する。この信号を受けて、分周回路２及び時計手段３である時刻信号作成回
路３を含む時計回路１００は停止状態となる。
【００５３】
　この状態では計時手段である時刻信号作成回路３も停止しているので、時計として停止
している状態である。
　電源８の電圧が上昇し所定値を超えると、電圧検出手段９は“Ｈ”レベルの検出信号を
出力する。そのため時計回路１００は動作を開始し、自動受信手段２３は受信命令信号を
受信回路４２に出力する。よって受信回路４２は受信を開始し、受信した時刻データを時
刻信号作成回路３に出力し、その結果電波修正時計３００は正しい時刻を表示する様にな
る。
【００５４】
　以上のように本発明に係る第１の具体例では電源電圧が低下して一旦時計が停止しても
、電源電圧が復帰すれば自動的に受信を行うため、使用者が行う修正動作を削除できる。
特に電源が発電機構付きの電源のような電圧変化を頻繁に起こす可能性がある場合に非常
に有効である。
【００５５】
　上記した具体例から明らかな通り、本発明に於ける前記受信可能状態とは、計時手段で
ある前記時刻信号作成手段３の動作状態を示すものであり、前記受信不可能状態とは、前
記時刻信号作成手段３の停止状態を示すものである。
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【００５６】
　そして、本発明に於いては、前記受信可能状態判別手段９は、前記電源手段８の電圧を
検出する手段であり、又前記電源手段８の電圧が所定値以下の時に上記した受信不可能状
態となり、一方前記電源手段８の電圧が所定値を越えている時に上記した受信可能状態と
なる。
【００５７】
　更に本発明に於いては、前記受信可能状態判別手段９は、前記電源手段８の電圧が所定
値以下の状態から所定値を越える状態に変化した時に、自動的に受信命令信号を前記タイ
ムコード受信回路４２に出力する様に構成されている。
【００５８】
　又、本発明に於いては、前記電源手段８は、発電手段と充電手段とから構成されている
もので有っても良く、この場合には、前記受信可能状態判別手段９は、前記発電手段の発
電量に基づいて前記受信可能状態或いは前記受信不可能状態の何れかを判断することが出
来る。
【００５９】
　更に別の具体例としては、前記受信可能状態判別手段９は、夕イムコード入り電波信号
の強度に基づいて前記受信可能状態或いは前記受信不可能状態の何れかを判断する様に構
成されているもので有っても良い。
【００６０】
　（第２の具体例）
　次に、本発明に係る電波修正機能付き時計３００に関するより詳細な回路構成に付いて
図６を参照しながら説明する。
　即ち、図６は、本発明に係る電波修正機能付き時計３００の構成をより詳しく、具体的
に説明するブロックダイアグラムであって、図中、電源手段８、発振手段１、前記発振手
段１からの発振信号を分周して分周信号を作成する分周手段２、前記分周信号をもとに時
刻信号を作成する時刻信号作成手段３、前記時刻信号作成手段３からの計時内容を表示す
る表示手段４、６、及びタイムコード入りの電波信号を受信して前記時刻信号作成手段３
に時刻データを送出するタイムコード受信手段１３、とから構成されている電波修正機能
付き時計３００において、前記電波修正機能付き時計３００は、更に、前記タイムコード
受信手段１３が、前記タイムコード入り電波信号を受信出来る状態か、受信出来ない状態
かを判別する受信可能状態判別手段９、前記受信可能状態判別手段９が、前記タイムコー
ド受信手段１３が前記タイムコード入り電波信号の受信が不可能な状態にある事を検出し
た後、前記受信可能状態判別手段９が、前記タイムコード受信手段１３が前記タイムコー
ド入り電波信号の受信が可能な状態にある事を検出した場合には、前記タイムコード入り
電波信号の受信を開始させる受信開始手段１２とを有している電波修正機能付き時計３０
０が示されている。
【００６１】
　換言するならば、本発明に係る電波修正機能付き時計３００に於いては、前記した様に
、前記タイムコード受信手段４２が、前記タイムコード入り電波信号の受信可能状態か受
信不可能状態かを示す検出信号を出力する受信可能状態判別手段９と前記受信可能状態判
別手段９の検出信号における、前記受信不可能状態を示す値から前記受信可能状態を示す
値への変化を検出して、自動的に受信命令信号を前記タイムコード受信回路４２に出力し
、前記タイムコード受信回路を動作状態とする自動受信手段２３とが設けられている事を
示している。
【００６２】
　本発明に係る電波修正機能付き時計３００に於いて使用される受信可能状態判別手段９
は、例えば、前記電源８の電圧、発電量等から選択された一つの特性値に基づいて判断さ
れるものであっても良く、又タイムコード入り電波信号の強度が弱く、タイムコード入り
電波信号そのものが受信できるか出来ないかを判断する機能を有するもので有っても良い
。
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【００６３】
　又、本発明に係る電波修正機能付き時計３００は、少なくとも表示内容を表示する表示
内容選択手段、前記表示内容選択手段を操作して表示内容を変更するスイッチ手段及びア
ラーム機能或いはクロノ表示機能を含む多機能型電波修正機能付き時計であっても良い。
【００６４】
　更に、本発明に係る電波修正機能付き時計３００に於いて使用される前記電源手段８は
、発電手段８１と充電手段、即ち蓄電池８３とから構成されているものであっても良く、
前記充電手段８３は、一般的には二次電池と称されるものであってその出力電圧が上昇、
下降の双方に変化する特性を有するものである。
【００６５】
　又、本発明に係る電波修正機能付き時計３００に於いて使用される前記発電手段８１は
、例えば機械式発電手段或いは太陽電池である。
　以下に、本発明に係る前記電波修正機能付き時計３００に於いて、前記受信可能状態判
別手段９が、電源手段８に於ける出力電圧を検出して、タイムコード入り電波信号を受信
可能かどうかを判断をする機構を有する場合を例に採ってその回路構成と作動に付いて図
６を参照して詳細に説明する。
【００６６】
　図６に於いて、図４に示す従来例と同一要素には同一番号を付し説明を省略する。８１
は発電回路で、本発明の実施の形態ではソーラセル或いは機械式発電機構からなる発電手
段であり発電信号Ｓ２５を発生し充電回路８２へ供給する。充電回路８２は二次電池８３
へ充電信号Ｓ２６を充電すると共に、二次電池８３からの充電信号Ｓ２６の逆流を防止す
ると共に、二次電池８３の過充電を防止する。
【００６７】
　発電回路８１と充電回路８２と二次電池８３で電力発生手段８を構成する。９は電圧検
出手段である電圧検出回路で、二次電池８３の出力の電源信号Ｓ２７の電圧低下を監視し
、時計停止電圧を下回ると電圧検出信号Ｓ２８をＨレベルで出力する。
【００６８】
　１４は針位置記憶回路で電圧検出回路９からの電圧検出信号Ｓ２８がＬレベルからＨレ
ベルに立ち上がった時、時分針位置決定回路３４からの時分針位置情報である記憶信号Ｓ
８を入力し記憶する不揮発性メモリで、電源電圧が零になっても記憶データを失わない。
【００６９】
　針位置記憶回路１４は電圧検出信号Ｓ２８がＨレベルからＬレベルに立ち下がった時、
記憶データを記憶信号Ｓ９で時分針位置決定回路３４に送出する。
　３４は時分針位置決定回路で、前述の従来の電波修正機能付き時計２００の時分針位置
決定回路１３４に、時分針位置情報の記憶信号Ｓ８の出力と、針位置記憶回路１４からの
記憶信号Ｓ９と電圧検出回路９からの電圧検出信号Ｓ２８を入力を追加した回路で、電圧
検出信号Ｓ２８がＬレベルからＨレベルに立ち上がった時、時分針位置情報を記憶信号Ｓ
８として送出する。
【００７０】
　また電圧検出信号Ｓ２８がＨレベルからＬレベルに立ち下がった時、針位置記憶回路１
４の記憶データを記憶信号Ｓ９で入力し、そのタイミングでの時分針位置情報として使用
する。
【００７１】
　時分駆動パルス作成回路３１と、時分カウンタ３２と、時差カウンタ３３と時分針位置
決定回路３４と針位置記憶回路１４で計時手段３、即ち時刻信号作成手段３を構成する。
【００７２】
　また本実施の形態でのタイムコード作成回路４３は受信できなかったときに受信不可信
号Ｓ３３を出力するように構成されている。
　５３は秒針位置決定回路で、前述の従来の電波修正機能付き時計２００の秒針位置決定
回路１５３に加え、内部に停止警告状態の指針位置に対応するＴＷカウンタ（図示せず）
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と修正警告状態位置に対応するＳＷカウンタ（図示せず）を有している。
【００７３】
　また電圧検出信号Ｓ２８と修正警告信号Ｓ４１が入力され、電圧検出信号Ｓ２８がＨレ
ベルの時は針位置カウンタとＴＷカウンタを一致させ、修正警告信号Ｓ４１がＨの時は針
位置カウンタとＳＷカウンタを一致させることにより秒針５５を各停止位置で停止させる
。
【００７４】
　秒駆動パルス作成回路５１と、秒カウンタ５２と、秒針位置決定回路５３で計時手段５
を構成する。４３はタイムコード作成回路で、前述の従来の電波修正機能付き時計２００
のタイムコード作成回路１４３に、タイムコード作成できなかったときに受信不可信号Ｓ
３３を出力する機能を付加している。
【００７５】
　アンテナ４１と受信回路４２とタイムコード作成回路４３でタイムコード受信手段１３
を構成している。
　２１は自動受信状態設定手段で、ＮＯＲゲート２１ａ、２１ｂ、２１ｃで構成されてお
り、電源電圧が低下して電圧検出信号Ｓ２８がＨレベルになると、その情報を保持し、再
びＬレベルとなった時に自動受信信号Ｓ４０をＨレベルで出力するよう構成されている。
【００７６】
　２２は修正警告状態設定手段で、ＮＯＲゲート２２ａ、２２ｂとＡＮＤゲート２２ｃで
構成されており、自動受信信号Ｓ４０が出力された後、受信が不可能となりタイムコード
作成手段４３が受信不可信号Ｓ３３を出力すると、修正警告信号Ｓ４１をＨレベルで出力
する。２３はＯＲゲートで、例えば、前記ＯＲゲート２３と自動受信状態設定手段２１及
び受信許可手段１２とで自動受信手段を構成している。
【００７７】
　従って、前記自動受信手段を構成しているＯＲゲート２３からは、前記受信許可手段１
２からの受信許可信号Ｓ４２または自動受信状態設定手段２１からの自動受信信号Ｓ４０
がＨレベルならば、受信許可信号Ｓ４３をＨレベルで出力する。
【００７８】
　以上のような構成を有する本発明の電波修正機能付き時計３００の動作を図２、図３を
説明する。
　図２は本発明の電波修正時計３００の状態遷移図であり、図３は本発明の電波修正機能
付き時計３００の外観図である。図２に示す通常動作状態３０１はソーラセル８１に光が
当たり充電回路８２によって二次電池８３が充分充電されており、電圧検出回路９は二次
電池８３からの電源信号Ｓ２７が時計停止電圧１．３Ｖ以上であることを検出して、電圧
検出信号Ｓ２８をＬレベルで出力している。よって分周回路２は分周動作をして、従来の
電波修正時計２００と同様の動作を行なっている。
【００７９】
　ここでソーラセル８１に光が当たらない状態が続くと、発電信号Ｓ２５が発生せず二次
電池８３への充電信号Ｓ２６を充電回路８２は供給できなくなる。よって二次電池８３は
充電されない状態が継続するため充電電圧は減少する。
【００８０】
　そして電圧検出回路９は電源信号Ｓ２７が時計停止電圧１．３ｖを下回ることを検出す
ると、電圧検出信号Ｓ２８はＬレベルからＨレベルに変化し、図２に示す時計停止状態３
０２となる。
【００８１】
　時計停止状態では電圧検出信号Ｓ２８がＬレベルからＨレベルに変化することによって
、分周回路２は停止するとともに、時分針位置決定回路３４は時分針位置情報を記憶信号
Ｓ８として針位置記憶回路１４に送出し、針位置記憶回路１４は記憶信号Ｓ８の時刻情報
を記憶する。
【００８２】
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　ＨＴスイッチ７１ａ、ＬＴスイッチ７２ａ、ＫＴスイッチ７３ａのいずれがＯＮでも、
時分針位置情報は針位置記憶回路１４に記憶される。また電圧検出信号Ｓ２８がＨレベル
であるから、自動受信状態設定手段２１を構成するＮＯＲゲート２１ａの出力はＬレベル
となる。
【００８３】
　またこのときＮＯＲゲート２１ｃの出力である自動受信信号Ｓ４０はＬレベルで、修正
警告信号Ｓ４１と時刻データ信号Ｓ３２も同じくＬレベルなので、信号Ｓ５１はＬレベル
を保持する。さらに秒針位置決定回路５３は電圧検出信号Ｓ２８がＨレベルなので、秒針
位置情報を停止警告状態指針位置として表示手段６の秒針５５は、図３の停止警告状態指
針位置４０２を指針する。
【００８４】
　次にソーラセル８１に光が当たると、発電信号Ｓ２５が発生し二次電池８３への充電信
号Ｓ２６を充電回路８２が出力する。よって二次電池８３は充電されて充電電圧は増加す
る。
【００８５】
　よって電圧検出回路９は電源信号Ｓ２７が時計停止電圧１．３Ｖ以上であることを検出
すると、電圧検出信号Ｓ２８はＨレベルからＬレベルに変化し、図２に示す自動受信状態
３０３となる。
【００８６】
　自動受信状態では電圧検出信号Ｓ２８がＨレベルからＬレベルに変化することによって
、分周回路２は動作を開始するとともに、時分針位置決定回路３４は時分針位置情報を針
位置記憶回路１４の記憶データを記憶信号Ｓ９で入力し、そのタイミングでの時分針位置
情報として使用し、表示する。
【００８７】
　また電圧検出信号Ｓ２８がＬレベルであるから、自動受信状態設定手段２１の信号Ｓ５
１がＬレベルなのでＮＯＲゲート２１ｃの出力の自動受信信号Ｓ４０はＨレベルになり、
自動受信手段であるＯＲゲート２３は受信許可信号Ｓ４３をＨレベルにする。
【００８８】
　よってＨＴスイッチ７１ａ、ＬＴスイッチ７２ａ、ＫＴスイッチ７３ａのいずれがＯＮ
でも、タイムコード受信手段１３は動作状態となり受信を開始する。タイムコード作成回
路４３は、受信回路４２の出力の復調信号Ｓ３１からタイムコードを作成し、終了すると
正分のタイミングで時刻データ信号Ｓ３２を発生する。
【００８９】
　時刻データ信号Ｓ３２は時分カウンタ３２の計時データを修正し、表示手段４の時分針
３６は修正後の計時データを指針するとともに、秒カウンタ５２の秒カウントデータをゼ
ロクリアする。
【００９０】
　この時、時刻データ信号Ｓ３２のＨレベル信号がＮＯＲゲート２１ｂに入力され、自動
受信状態設定手段２１の出力の自動受信信号Ｓ４０はＬレベルになり、自動受信手段を構
成するＯＲゲート２３は受信許可信号Ｓ４３をＬレベルにする。
【００９１】
　よってタイムコード受信手段１３は動作状態を終了する。そして秒針位置決定回路５３
は、電圧検出信号Ｓ２８、修正警告信号Ｓ４１、受信許可信号Ｓ４３がＬレベルのため修
正された秒カウンタの内容を内部の針位置カウンタを介して秒針５５に表示させる。
【００９２】
　また、自動受信状態で、タイムコード受信手段１３が動作状態となってタイムコード作
成回路４３が、受信回路４２の出力の復調信号Ｓ３１からタイムコードを作成しても、一
定時間内に正しい時刻データと判断できないときは、受信不可信号Ｓ３３をＨレベルで出
力する。
【００９３】
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　この時、自動受信信号Ｓ４０がＨレベルなので修正警告状態設定手段２２のＡＮＤゲー
ト２２ｃを介してＮＯＲゲート２２ｂの入力の信号Ｓ５４はＨレベルとなり、修正選択信
号Ｓ１８がＬレベルのため、修正警告信号Ｓ４１はＨレベルに変化し、図２に示す修正警
告状態３０４になる。
【００９４】
　秒針位置決定回路５３は修正警告信号Ｓ４１がＨレベルなので、ＳＷカウンタの内容を
表示手段６の秒針５５に表示させる。つまり秒針５５は図３に示す修正警告状態針位置４
０３を指針する。
【００９５】
　以上のように自動受信による時刻修正ができなかった場合は、修正警告状態となるので
ＳＪスイッチ７４ａをＯＮ状態にして、修正スイッチ７５ａを操作することにより時分修
正をおこなう。ここでＳＪスイッチ７４ａをＯＮ状態にすると修正選択信号Ｓ１８はＨレ
ベルになり、修正警告状態設定手段２２のＮＯＲゲート２２ａ出力である、修正警告信号
Ｓ４１はＬレベルに変化し、通常状態３０１になる。
【００９６】
　以上のように、本発明の実施例の電波修正機能付き時計３００では、ソーラセル８１と
充電回路８２を備えて、二次電池８３を光エネルギーで充電し動作しているが、光エネル
ギーが与えられないと二次電池８３に充電がされず、二次電池８３の電圧が低下する。
【００９７】
　電圧検出回路９は時計停止電圧以下を検出すると、電圧検出信号Ｓ２８によって時分針
位置を針位置記憶回路に記憶すると共に、秒針５５を停止警告表示し分周回路２を停止し
、使用者に光エネルギーでの充電を促す。
【００９８】
　ここで使用者が光エネルギーでの充電を行ない二次電池に充電がされ、電圧検出回路９
が時計停止電圧以上を検出すると、電圧検出信号Ｓ２８によって分周回路２は動作開始し
、針位置記憶回路１４は記憶している時分針位置データを時分針位置決定回路３４に送り
、基準針位置の修正を行なわなくても時分針位置は、時分カウンタ３２または時差カウン
タ３３または基準針位置と一致する。
【００９９】
　またこのとき電圧検出信号Ｓ２８によって自動受信状態設定手段２１は自動受信状態で
自動受信手段２３を介して、タイムコード受信手段１３を動作開始させる。タイムコード
の作成が正常に行なわれるとタイムコード作成回路４３は、時刻データ信号Ｓ３２で時刻
データを時分カウンタ３２と秒カウンタ５２に送出して時刻修正をおこなう。
【０１００】
　よって二次電池８３の電圧が時計停止電圧以下に低下して時刻データを失っても、二次
電池８３の電圧が時計停止電圧以上に復帰すれば自動的に受信動作をおこない、タイムコ
ードを受信して電波修正をおこない、針位置情報も時計停止中は記憶されているので、使
用者は修正操作が一切不要となる。
【０１０１】
　また自動受信状態においてタイムコード受信手段１３がタイムコードの作成を正常に行
なわないときは、受信不可信号Ｓ３３を出力し、修正警告状態設定手段２２は修正警告状
態となって秒針位置決定回路５３を介して秒針５５を修正警告状態指針位置に指針させる
。
【０１０２】
　よって使用者は修正警告状態を認識してスイッチ手段７で修正動作を行なう。自動受信
状態は、スイッチ手段７でホームタイム表示、ローカルタイム表示、基準針位置表示いず
れを選択して表示していても必ず行なわれ、自動受信状態終了後もスイッチ手段７で選択
されているホームタイム表示、ローカルタイム表示、基準針位置表示のいずれかを表示す
る。
【０１０３】
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　上記した本発明に係る電波修正機能付き時計３００の一具体例を要約すると以下の通り
である。即ち、発振手段１と、前記発振手段１からの発振信号を分周して分周信号を作成
する分周手段２と、前記分周信号をもとに計時する時刻信号作成手段（以下単に計時回路
と称する）３、５と、前記計時手段３、５からの計時内容を表示する表示手段４、６と、
前記表示手段４、６が表示する表示内容を選択する表示内容選択手段７と、前記表示内容
選択手段７を操作するスイッチ手段７１～７５と、タイムコード入りの電波信号を受信し
て前記計時手段３に時刻データを送出するタイムコード受信手段１３と、前記タイムコー
ド受信手段１３の動作を前記表示内容選択手段７の選択している表示内容によって受信を
許可する受信許可手段１２からなる電波修正機能付き時計３００において、発電回路８１
と充電回路８２に接続された蓄電池８３からなる電源手段８と、前記電源手段８の電圧を
監視する電圧検出手段９と、前記電源手段８の電圧が時計停止電圧を検出した後に再び動
作可能電圧に復帰した事を前記電圧検出手段９が検出し、前記タイムコード受信手段１３
からの受信終了信号が来るまで自動受信状態を設定する自動受信状態設定手段２１を有し
、前記自動受信状態設定手段２１が自動受信状態を設定している間、前記表示内容選択手
段７がいずれの表示内容を選択していても前記タイムコード受信手段１３を受信状態に設
定する自動受信手段２３を設けた構成を有している。
【０１０４】
　更に、上記具体例に於いて、前記自動受信状態設定手段２１が自動受信状態になり、前
記タイムコード受信手段１３が受信状態へ移行しても、タイムコードの受信が出来なかっ
た場合、前記スイッチ手段を用いて前記計時手段を修正するまで修正警告状態を維持する
修正警告状態設定手段２２を設けたものである。
【０１０５】
　上記した具体例から明らかな様に、本発明に於ける前記電波修正機能付き時計３００に
於いては、前記表示手段４は、指針と前記指針の駆動手段により構成され、前記時刻信号
作成手段３は、前記指針の位置をカウントする指針位置カウンタ３２、５２を有し、さら
に、前記指針位置カウンタ３２、５２の値を記憶する記憶手段１４と、指針位置に関する
制御を行う指針位置決定手段３４、５３を有し、前記指針位置決定手段３４、５３は、前
記受信可能状態判別手段９の検出信号における、前記受信可能状態を示す値から前記受信
不可能状態を示す値への変化を検出して、検出時点の前記指針位置カウンタ３２，５２の
値を記憶手段１４に記憶させ、前記受信可能状態判別手段９の検出信号における、前記受
信不可能状態を示す値から前記受信可能状態を示す値への変化を検出して、前記記憶手段
１４に記憶された値を前記指針位置カウンタ３２、５２に設定し、前記受信不可能状態を
示す特性値から前記受信可能を示す特性値への変化時に自動受信した時刻データ信号と前
記設定された指針位置カウンタ値を基に、時刻修正し表示するよう制御が行われる様に構
成されていることも好ましい。
【０１０６】
　（第３の具体例）
　図７は本発明における受信可能状態判別手段９が前記電源８に於ける発電回路の発電量
を検出する発電量検出手段の場合における本発明に係る電波修正機能付き時計の第３の具
体例である。
　図７に於いて、図１と同様の構成は同一番号を付して説明を省略する。
【０１０７】
　発電量検出手段９は発電手段８１の発電量を検出し、発電量が所定値を超えると発電量
検出信号を出力する。発電手段８１は光エネルギーや運動エネルギーを電気エネルギーに
変換する手段であり、蓄電手段８３は前記電気エネルギーを蓄える手段である。
【０１０８】
　次に、本具体例の具体的動作を説明する。通常状態の動作は第１の具体例と同様なので
説明を省略する。
　通常に時計が動作している時に電圧の低下に伴い時計回路１００が停止したとする。
【０１０９】
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　ここで発電手段８１が発電を開始し所定値を超えると発電量検出手段９が発電量検出信
号を出力する。この信号を受けて時計回路１００は動作を開始する。すると自動受信手段
２３が受信回路４２に受信命令信号を出力する。
【０１１０】
　受信回路４２はこの信号を受けて受信動作を開始し、時刻データを取り込み時刻信号作
成回路３に出力する。よって時刻は正しい時刻を表示することができる。
　以上のように第３の具体例では電圧検出手段を用いなくても本発明を実施することが可
能となる。
【０１１１】
　以上の様に本発明では、受信可能状態であるかどうかの判別を行う受信可能状態判別手
段９と前記受信可能状態判別手段９の出力信号により受信回路４２に動作命令信号を出力
する自動受信手段２３を設けた為、受信が不可能な状態が生じ時計回路の時刻が狂っても
、受信が可能な状態になるとすぐに受信動作を行い時刻修正を行うので、使用者がわざわ
ざ受信動作を行わなくても良い。
【０１１２】
　（第４の具体例）
　続いて第４の具体例について第８図を参照しながら説明する。
　第４の具体例では図１において受信回路４２が受信を成功した場合に受信成功信号を出
力する様に構成される。その具体的動作例を第８図に示すフローチャートを用いて説明す
る。
　第８図において、ステップ１では通常時計としての処理を行う。
【０１１３】
　ステップ１の中には時刻信号作成回路３による定期的な受信制御も含まれる。
　ここでステップ２で、電源８の電圧が所定値以下であるかどうかを判断する。
　ここで、判断結果が“ＮＯ”であれば、ステップ１に戻る。ステップ２で判断結果が“
ＹＥＳ”であれば時計回路３００を停止する（ステップ３）。
【０１１４】
　続いてステップ４で電源８の電圧を検出し、電圧が所定値を超えているかどうか判断す
る。ここで判断結果が“ＮＯ”であれば、ステップ３に戻り、判断結果が“ＹＥＳ”であ
れば自動受信手段２３が受信回路４２を動作させる（ステップ５）。
【０１１５】
　受信が終了し、受信が成功したかどうかをステップ６で判断し、“ＹＥＳ”ならば時刻
修正を行い（ステップ７）、ステップ８で表示装置に自動受信により受信が成功したこと
を表示する。ここで、使用者が外部スイッチを操作すると（ステップ１０）、この表示は
解除され（ステップ１１）ステップ１に戻る。
【０１１６】
　ステップ１０で外部スイッチの操作がない場合には、前記表示は継続される。
　ステップ６の判断で、“ＮＯ”ならばステップ９で所定時間の経過を判断する。
　ここで、設定する所定時間は時刻信号作成回路３から出力される定期的な受信制御の間
隔より小さく設定される（例えば１時間）。このステップ９で所定時間が経過すると再び
自動受信が行わる。この自動受信は受信が成功し、時刻が修正されるまで行われる。
【０１１７】
　以上の様に第４の具体例では、自動受信に成功できない場合は通常の定期的な受信間隔
よりも短い間隔で受信を行うので、すばやく時刻修正を行うことが可能となる。また自動
受信により受信が行われて時刻が修正された事が表示装置に表示される為、時計が一旦停
止したことが使用者にわかる。
【０１１８】
　（第５の具体例）
　第９図は本願発明に係る電波修正機能付き時計３００の第５の具体例を示すものであっ
て、特に前記電波修正機能付き時計に付加機能としてアラーム機能が追加された場合の例
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を示す図である。
　図に於いて、第１図と同様の構成は同一の番号を付して説明を省略する。
【０１１９】
　尚、本実施の形態では受信回路４２が受信に成功すると受信成功信号を出力する様に構
成されている。
　アラーム時刻記憶回路５０１は、アラーム時刻を記憶し時刻信号作成回路３の時刻と記
憶したアラーム時刻が一致するとアラーム信号を出力する。
【０１２０】
　アラーム信号通過禁止手段５０２は回路がリセットされるとその履歴を保持し、アラー
ム信号の通過を禁止する。
　そして受信回路４２から受信成功信号が出力されるか、スイッチ手段（図示せず）で時
刻が修正されると保持しているリセット履歴を解除する。
【０１２１】
　報音手段５０３は、アラーム信号通過禁止手段５０２を介したアラーム信号を受けると
アラーム音を発する。不揮発性メモリ５０４は電圧検出手段９が停止信号を出力するとア
ラーム時刻記憶回路５０１の時刻を記憶する。
　本具体例の具体的な動作は下記の通りである。
【０１２２】
　電源８の電圧が通常状態である時は時刻信号作成回路３が作成した時刻信号を表示装置
４が表示し、通常の時計機能を行っている。ここで使用者が設定したアラーム時刻になる
と、アラーム時刻記憶回路５０１はアラーム信号を出力する。
　アラーム信号通過禁止手段５０２は通常状態なのでこの信号を通過させ、その結果報音
手段５０３はアラーム音を発生する。
【０１２３】
　ここで電源８の電圧が低下し所定値以下になると、電圧検出手段９は停止信号を出力す
る。この信号を受けて不揮発性メモリ５０４はアラーム時刻記憶回路手段５０１のデータ
を記憶する。
【０１２４】
　そして時計回路３００はリセットされ停止する。その後、電源８の電圧が上昇し、所定
値を超えると、不揮発性メモリ５０４は記憶時刻をアラーム時刻記憶回路５０１へ出力す
る。よってアラーム時刻記憶回路５０１は停止前の状態に戻る。ここで時刻信号作成回路
３は停止していたため、電源８の電圧復帰後は間違った時刻信号を作成している。
【０１２５】
　ここで偶然アラーム時刻記憶回路５０１の時刻とこの間違った時刻信号とが一致してし
まうとアラーム時刻記憶回路５０１はアラーム信号を出力する。
　しかし、アラーム信号通過禁止手段５０２はリセットの履歴があるため、このアラーム
信号の通過を禁止する。よって報音手段５０３はアラーム音を発しない。
【０１２６】
　一方、電源８の電圧が復帰し、停止信号が解除されると自動受信手段２３は受信命令信
号を受信回路４２に出力する。
　受信回路４２は動作を開始し、受信に成功すると正しい時刻を時刻信号作成回路３に出
力する。同時に受信成功信号をアラーム信号通過禁止手段４０２に出力するため、アラー
ム信号通過禁止手段５０２は通常状態に戻る。
【０１２７】
　よってこの後アラーム時刻と時刻信号とが一致すると報音手段５０３はアラーム音を発
する。
　以上の様に、本具体例では、時計が停止し時刻が狂っている場合は、アラーム信号と時
刻信号が一致しても報音手段５０３が駆動しないため、使用者が混乱したり勘違いするこ
とを防ぐ事が出来る。
【０１２８】
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　尚、本具体例ではアラーム時刻記憶回路５０１を揮発性のメモリとして説明したが、不
揮発性メモリで構成しても本発明を実施することは勿論可能である。
その場合は不揮発性メモリ５０４を削除できる。
【０１２９】
　（第６の具体例）
　第１０図は本発明に係る第６の具体例を表わす図であり、第１図と同様の構成は同一の
番号を付して説明を省略する。
　図に於いて、６０１は時刻信号作成回路３のもつ現在時刻情報及びクロノグラフカウン
タ６０２の計時情報を記憶する不揮発性メモリであり、電圧検出手段９が所定の電圧値以
下を検出し、時計回路１００が停止するときにその停止時間を記憶する。
【０１３０】
　クロノグラフカウンタ６０２は外部スイッチ（図示せず）による制御に伴い、計時動作
を行うものである。
　演算手段６０３は受信手段４２から出力される受信成功信号を入力すると時刻信号作成
回路３に入力された現在時刻データと不揮発性メモリ６０１に記憶された時計停止時の時
刻を比較演算し、その差をクロノグラフカウンタ６０２へ出力する。
【０１３１】
　この第６の具体例の具体的動作を第１１図のフローチャートを用いて説明する。
　ステップ１では通常の処理を行っている。ここでクロノグラフスイッチがオンされると
（ステップ２の“Ｙ”）クロノグラフが計時動作を開始する（ステップ３）。（ステップ
２で“Ｎ”の場合はステップ１に戻る）
【０１３２】
　ここで電源８の電圧値が所定の値以下になると（ステップ８の“Ｙ”）、電圧検出手段
９の検出信号により不揮発性メモリ６０１は時刻信号作成回路３の現在時刻データを記憶
し（ステップ６）、ただちに時計回路３００は停止する（ステップ６）。
【０１３３】
　（ステップ４で“Ｎ”の場合はステップ３に戻る）ここで、電源８の電圧が所定の値を
超えていると（ステップ７の“Ｙ”）、自動受信回路７が受信回路４２を動作状態とし、
電波の受信が開始する（ステップ８）。（ステップ７で“Ｎ”の場合はステップ６に戻る
）
【０１３４】
　ステップ９では受信の成功を判断し、“Ｎ”ならば再びステップ８に戻って自動受信を
行う。
　この時、第５の具体例で説明したような所定時間経過後に受信を行うようにしてもよい
。
【０１３５】
　ステップ９で“Ｙ”ならば時刻信号作成回路３の時刻データを修正し（ステップ１０）
、演算手段６０３は修正された時刻データと不揮発性メモリ６０１のデータとを比較演算
し、（ステップ１１）、その差をクロノグラフカウンタ６０２に出力する。
【０１３６】
　クロノグラフカウンタ６０２は不揮発性メモリ６０２に記憶した計時情報に前記の演算
結果を加え（ステップ１２）再びクロノグラフ動作状態になる。
　以上の様に、本発明に係る電波修正機能付き時計の第６の具体例では、時計が一旦停止
した時刻を記憶している為、時計機能が復帰した時に停止していた時間を読み出すことが
出来、クロノグラフカウンタへの補正が可能となるので、時計が一旦停止して復帰しても
、クロノグラフの時計時間が狂うことは無い。
【０１３７】
　特に、本発明に係る第６の具体例に関しては、更に、前記電波修正機能付き時計３００
に於ける、前記受信可能状態判別手段９が、前記タイムコード受信手段１３が前記タイム
コード入り電波信号の受信不可能な状態にある事を検出し、その結果前記受信許可手段１
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２による受信停止信号に応答して、前記タイムコード入り電波信号の受信を停止した時刻
を記憶する第１の記憶手段、前記受信可能状態判別手段９が、前記タイムコード受信手段
１３が前記タイムコード入り電波信号の受信可能な状態にある事を検出し、その結果前記
受信許可手段１２が、前記タイムコード入り電波信号の受信により受信した時刻と記憶手
段の情報から、前記受信許可手段１２の受信停止指示による前記計時回路の駆動停止時刻
と前記受信許可手段の駆動時刻との差分を演算する演算手段及び前記演算手段からの出力
情報に基づいて、前記個々の機能を実行する処理手段に既に記憶されている所定の情報を
書き換える書換手段とを有する様に構成したものであっても良い。
【０１３８】
　又、本発明に係る電波修正機能付き時計３００に於いては、上記した様に、前記受信可
能状態判別手段９が、前記タイムコード入り電波信号を受信可能な状態にある事を検出し
ている間、前記表示内容選択手段７がいずれかの表示内容を選択していても前記タイムコ
ード受信手段１３を受信状態に設定する自動受信手段２３を設けたものであっても良く、
更には、前記タイムコード受信手段１３が、タイムコード入り電波信号の受信に成功した
後に、前記表示内容選択手段７は、前記タイムコード入り電波信号の受信操作が開始され
る直前に表示していた表示内容を表示する様に構成されているものであっても良い。
【０１３９】
　一方、本発明に於ける電波修正機能付き時計に於いては、前記受信可能状態判別手段９
が、前記タイムコード入り電波信号の受信不可能な状態にある事を検出し、その結果、前
記タイムコード受信手段１３による前記タイムコード入り電波信号の受信が出来なかった
場合には、前記多機能を有する電波修正機能付き時計に於ける前記アラーム機能を動作さ
せない手段を有する事も望ましい。
【０１４０】
　更に、上記した様に、本発明に於いては、前記受信可能状態判別手段９が、前記タイム
コード入り電波信号の受信不可能な状態にある事を検出し、その結果前記タイムコード受
信手段１３による前記タイムコード入り電波信号の受信が出来なかった場合には、その後
の前記受信可能状態判別手段９の前記判別操作の周期を短く設定し、前記タイムコード入
り電波信号の受信が完了する迄繰り返し前記操作が実行される様に構成されている事も望
ましい。
【０１４１】
　本発明に係る電波修正機能付き時計３００に於いて、前記受信許可手段が、受信停止指
示を出力し、一旦、前記タイムコード受信手段１３の動作を停止させた後、前記受信可能
状態判別手段９により前記タイムコード受信手段１３の受信可能状態を検出して前記タイ
ムコード受信手段１３を駆動開始せしめた後、前記表示手段４に表示されている時刻情報
と計時手段が計時する時刻情報とが異なっている事を報知する報知手段が設けられている
事も望ましい。
【０１４２】
　又、本発明に於いて、前記自動受信状態設定手段２１が自動受信状態になり、前記タイ
ムコード受信手段１３が受信状態に移行しても、タイムコードの受信が出来なかった場合
、前記スイッチ手段７を用いて、前記時計手段３を修正するまで、修正警告状態を維持す
る修正警告状態設定手段を設ける事も望ましい。
【０１４３】
　又、本発明に係る電波修正機能付き時計３００に於いては、自動受信中に電源電圧の低
下を検出した場合は受信動作を強制的に終了させるように制御することがより望ましい。
【０１４４】
　又、電圧検出手段９が停止信号を出力する電圧よりも停止信号を解除する電圧の方を高
くする事が望ましい。
　以上のごとく本発明の電波修正機能付き時計３００では自動受信状態を、通常の受信可
能なホームタイム表示状態に限定しないため、時計停止電圧から動作可能電圧に復帰した
後、使用者の針合わせ動作を不要とすることを実現することが可能である。
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【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の電波修正機能付き時計の第１の具体例に於ける構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の電波修正機能付き時計に於ける状態移行を示すブロック図である。
【図３】本発明の電波修正機能付き時計を示す外観図である。
【図４】従来の電波修正機能付き時計の構成の一例を示すブロック図である。
【図５】従来の電波修正機能付き時計を示す外観図である。
【図６】本発明の電波修正機能付き時計の第２の具体例に於ける構成を示すブロック図で
ある。
【図７】本発明の電波修正機能付き時計の第３の具体例に於ける構成を示すブロック図で
ある。
【図８】本発明の電波修正機能付き時計の第４の具体例に於ける動作の一例を示すフロー
チャートである。
【図９】本発明の電波修正機能付き時計の第５の具体例に於ける構成を示すブロック図で
ある。
【図１０】本発明の電波修正機能付き時計の第６の具体例に於ける構成を示すブロック図
である。
【図１１】本発明の電波修正機能付き時計の第６の具体例に於ける動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【０１４６】
　　　１　発振回路
　　　２　分周回路
　　　３　計時手段、時刻信号作成手段
　　　４　表示手段
　　　８　電源
　　　９　受信状態判別手段
　　２３　動受信手段
　　４２　タイムコード受信手段
　１００　時計回路
　３００　電波修正時計
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【 図 １ 】
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【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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